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就学支援金

（全員）

就学支援金

（全員）

就学支援金

（全員）

就学支援金
（加算部分）

就学支援金
（加算部分）

授業料等
減免補助金

授業料等
減免補助金
授業料等の
２／３免除

年額１１８，８００円

年額５９，４００円

月額９，９００円

年額１１８，８００円

保護者負担（授業料等）０円

保護者負担（授業料等）

月額１１，０００円

年額１３２，０００円

月額９，９００円

年額１１８，８００円

月額９，９００円

年額１１８，８００円

保護者負担（授業料等）

月額２３，１００円

年額２７７，２００円

授業料等とは，施設設

備費や実習費も含まれ

ます。また，図中の就学

支援金以外の金額は，

１か月の授業料等の合

計金額を３３，０００円と

して計算しています。

授業料等の

全額免除

年
収
制
限
な
し

入学金減免補助（２７，０００円）

羅針盤
私立高校の学費について①

公立高校が第１志望であっても，私立高校の受験も考えるの

が一般的ですが，保護者の方にとって気になるのが学費です。

そこで今回は，平成２２年度よりスタートした高等学校等の「就

学支援金」と広島県の授業料等軽減制度を中心に，保護者負

担が少しでも軽くなる制度を紹介します。

「就学支援金」については，文部科学省から配布されたパンフ

レットにあるように，以前の公立高校の授業料分（月額９，９００

円）を私立高校等に在籍している生徒にも給付するというもの

です。さらに，保護者の収入状況によっては，給付額を２倍または

１．５倍に割り増しして給付されます。

広島県独自の授業料等軽減制度は以前からありましたが，公立高校の無償化を機に対象区

分や補助率が拡充され，より軽減を受けられる対象者が増えることになりました。ただし，こちらは

誰でもというわけではないので注意してください。

なお，どちらの制度も，高校等に入学してから手続きをします。入学前の説明会等で案内がある

と思いますが，就学援助の割り増しを受けたり，軽減制度を利用するためには課税証明書で所得

確認されることになります。下の図は，２つの制度を具体的な金額を入れて説明したものです。
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ここでいう高等学校等とは

・全日制，定時制，通信制の国私立

高等学校

・国私立中等教育学校の後期課程

・国私立特別支援学校の高等部

・高等専門学校（第1学年から第3

学年までに限る）

・専修学校などのうち、高等学校

の課程に類する課程を置くもの

PTA会費等の諸費は
含まれません

広島市立城山北中学校

第３学年進路係

Ｈ２３．９．２０ (火)

２０１１
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